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日
刊
（
日
曜
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、
土
曜
日
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休
日
休
刊
）

１

目

次
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規

則

○
東
京
都
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…（
知
事
本
局
総
務
部
秘
書
課
）…
�

○
東
京
都
知
事
顕
彰
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
政
策
会
議
等
の
設
置
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び
運
営
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関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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…（
知
事
本
局
総
務
部
調
整
課
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�

○
顧
問
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
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…
…
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…
…
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…
…
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…
…
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…
…（
知
事
本
局
政
策
部
政
策
課
）…
�

○
参
与
及
び
専
門
委
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
総
合
対
策
部
青
少
年
課
）…
�

○
東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
務
部
文
書
課
）…
�

○
東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
調
査
課
）…
�

○
東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
合
防
災
部
防
災
管
理
課
）…
�

○
東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
同
）…
�

訓

令

○
東
京
都
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
調
査
課
）…
�

○
東
京
都
臨
海
地
域
用
地
管
理
運
用
委
員
会
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
臨
海
開
発
部
誘
致
促
進
課
）…
�

訓

令
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
広
報
事
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
教
育
委
員
会
印
刷
物
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

則
（
人
）

○
労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
�

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

訓

令
（
監
）

○
東
京
都
監
査
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

雑

報

○
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
一
号
（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
所
属
所
、

所
属
所
長
及
び
委
任
事
務
等
の
決
定
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
�

規

則

東
京
都
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
号

東
京
都
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
一
条
第
一
項
中
「
知
事
本
局
」
を
「
総
務
局
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

総
務
局
長

四

総
務
局
総
務
部
長

第
十
三
条
中
「
知
事
本
局
総
務
部
秘
書
課
長
」
を
「
総
務
局
総
務
部
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。
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第
十
五
条
中
「
知
事
本
局
総
務
部
」
を
「
総
務
局
総
務
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
知
事
顕
彰
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
号

東
京
都
知
事
顕
彰
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
知
事
顕
彰
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
規
則
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
知
事
本
局
」
を
「
総
務
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
政
策
会
議
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
一
号

東
京
都
政
策
会
議
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
政
策
会
議
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
六
条
中
「
知
事
本
局
長
」
を
「
政
策
企
画
局
長
」
に
改
め
る
。

第
十
条
及
び
第
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
知
事
本
局
長
」
を
「
政
策
企
画
局
長
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
知
事
本
局
長
」
を
「
政
策
企
画
局
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

顧
問
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
二
号

顧
問
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

顧
問
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

参
与
及
び
専
門
委
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
三
号

参
与
及
び
専
門
委
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

参
与
及
び
専
門
委
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
四
号
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東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
九
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
知
事
本
局
長
」
を
「
政
策
企
画
局
長
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
知
事
本
局
総
務
部
長
」
を
「
政
策
企
画
局
総
務
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
五
号

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
条
第
二
号
、
第
十
三
条
第
四
項
の
表
一
の
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
中
「
知
事
本
局
総
務
部

長
」
を
「
政
策
企
画
局
総
務
部
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「知

事
本
局
総
務
部

」
を
「政

策
企
画
局
総
務
部

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号

東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

別
表
第
一

四
の
部
１２
の
項
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
七
号

東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
第
一
項
の
表
知
事
本
局
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

政
策
企
画
局

総
務
部

総
務
課

秘
書
課

管
理
課

調
整
部

政
策
課

渉
外
課

報
道
課

計
画
部

計
画
課

外
務
部

外
務
課

国
際
共
同
事
業
課

第
八
条
第
一
項
の
表
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局
の
部
総
務
部
の
項
中
「
企
画
計
理

調
整
課
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課
」
を
「
企
画
計
理
課
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
合
調
整
部

調
整
課

企
画
課

第
八
条
第
一
項
の
表
都
市
整
備
局
の
部
都
営
住
宅
経
営
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

基
地
対
策
部

第
九
条
第
三
項
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
政
策
企
画
局
各
部
課
の
分
掌
事
務
）

第
十
九
条

政
策
企
画
局
各
部
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

総
務
部

総
務
課

一

局
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

局
の
組
織
及
び
定
数
に
関
す
る
こ
と
。

三

局
所
属
職
員
の
人
事
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

四

局
所
属
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

五

局
事
務
事
業
に
関
す
る
法
規
の
調
査
及
び
解
釈
に
関
す
る
こ
と
。

六

局
の
公
文
書
類
の
収
受
、
配
布
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

七

局
の
情
報
公
開
に
係
る
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

八

局
の
個
人
情
報
の
保
護
に
係
る
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

九

局
事
務
事
業
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十

局
事
務
事
業
の
管
理
改
善
及
び
行
政
評
価
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

局
事
務
事
業
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

局
事
務
事
業
の
情
報
化
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

局
内
他
の
部
及
び
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

秘
書
課

一

知
事
及
び
副
知
事
の
秘
書
に
関
す
る
こ
と
。

二

知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
秘
書
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

管
理
課

一

政
策
会
議
及
び
庁
議
に
関
す
る
こ
と
。

二

政
策
情
報
の
収
集
、
調
査
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

調
整
部

政
策
課

一

重
要
な
政
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

知
事
の
特
命
に
係
る
重
要
な
施
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

三

知
事
の
補
佐
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

四

顧
問
及
び
参
与
に
関
す
る
こ
と
。

五

部
内
他
の
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

渉
外
課

一

全
国
知
事
会
、
他
県
市
、
国
等
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二

大
都
市
に
お
け
る
重
要
課
題
に
係
る
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に

関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
総
合
特
別
区
域
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
機
関

と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五

構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
構
造
改
革
特
別
区
域
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に

関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

報
道
課

一

都
政
報
道
及
び
報
道
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

計
画
部

計
画
課

一

基
本
的
な
構
想
、
総
合
的
な
長
期
計
画
そ
の
他
行
財
政
の
総
合
的
な
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
計
画
に
係
る
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。



（増刊 42）東 京 都 公 報平成26年7月9日（水曜日）５

三

課
題
別
長
期
計
画
及
び
重
要
な
都
市
計
画
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

都
の
政
策
及
び
制
度
に
係
る
基
本
的
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

外
務
部

外
務
課

一

都
市
外
交
に
係
る
企
画
、
連
絡
調
整
、
情
報
提
供
、
調
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

姉
妹
友
好
都
市
そ
の
他
外
国
都
市
と
の
交
流
及
び
協
力
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
際
的
儀
礼
及
び
外
国
要
人
に
対
す
る
接
遇
に
関
す
る
こ
と
。

四

外
国
諸
機
関
と
の
連
絡
交
渉
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

外
国
語
文
書
の
作
成
及
び
翻
訳
に
関
す
る
こ
と
。

六

部
内
他
の
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

国
際
共
同
事
業
課

一

国
際
共
同
事
業
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
条
の
表
総
務
部
の
部
総
務
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

十
二

皇
室
及
び
栄
典
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

知
事
表
彰
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
条
の
表
行
政
改
革
推
進
部
の
部
行
政
改
革
課
の
項
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八

地
方
自
治
制
度
改
革
の
推
進
に
係
る
総
合
的
な
情
報
の
収
集
、
調
査
、
分
析
及
び
企
画
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

九

広
域
的
な
行
政
課
題
及
び
大
都
市
の
行
政
課
題
に
関
す
る
総
合
的
な
情
報
の
収
集
、
調
査

及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
の
表
主
計
部
の
部
予
算
第
一
課
の
項
第
一
号
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に

改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
二
の
表
総
務
部
の
部
調
整
課
の
項
を
削
り
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
合
調
整
部

調
整
課

一

第
三
十
二
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
第
十
六
回
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
競
技
大
会
」
と
い
う
。
）
に
関
連
す
る
都
の
施
策
に
係
る
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

二

部
内
他
の
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

企
画
課

一

競
技
大
会
に
関
連
す
る
都
の
施
策
に
係
る
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
四
条
の
表
都
市
基
盤
部
の
部
調
整
課
の
項
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と

す
る
。

第
二
十
四
条
の
表
都
営
住
宅
経
営
部
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

基
地
対
策
部

一

米
軍
基
地
対
策
の
企
画
及
び
調
整
並
び
に
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
次

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

横
田
基
地
共
用
化
推
進
に
係
る
企
画
及
び
調
整
並
び
に
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

別
表
三

一
の
項
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
八
号

東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
知
事
本
局
（
知
事
本
局
長
）
の
項
中
「
知
事
本
局
（
知
事
本
局
長
）
」
を
「
政

策
企
画
局
（
政
策
企
画
局
長
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。



平成26年7月9日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 42） ６

東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
九
号

東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
号

東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都

規
則
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
知
事
本
局

知
事
本
局
長

」
を
「
政
策
企
画
局
政
策
企
画
局
長
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
一
号

東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
二
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
知
事
本
局

知
事
本
局
長

」
を
「
政
策
企
画
局
政
策
企
画
局
長
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
十
三
号

知

事

本

局

総

務

局

財

務

局

青
少
年
・
治
安
対
策
本
部

東
京
都
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
処
務
規
程
（
平
成
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

前
行
署
名
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
知
事
本
局
長
」
を
「
政
策
企
画
局
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
四
号
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知

事

本

局

総

務

局

財

務

局

都

市

整

備

局

環

境

局

港

湾

局

東
京
都
臨
海
地
域
用
地
管
理
運
用
委
員
会
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

前
行
署
名
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
四
項
中
「
知
事
本
局
計
画
調
整
部
長
」
を
「
政
策
企
画
局
計
画
部
長
」
に
、
「
環
境
局
環

境
政
策
部
長
」
を
「
環
境
局
総
務
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
広
報
事
務
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
第
四
号
及
び
第
四
条
第
二
項
第
七
号
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
印
刷
物
取
扱
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
九
条
第
一
項
中
「
知
事
本
局
計
画
調
整
部
資
料
室
」
を
「
政
策
企
画
局
計
画
部
資
料
室
」
に
改
め

る
。別

記
第
二
号
様
式
中
「知

事
本
局
計
画
調
整
部
資
料
室

」
を
「政

策
企
画
局
計
画
部
資
料
室

」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
人
）

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員

会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
一
の
部
㈡
の
項
中
「
知
事
本
局
関
係
」
を
「
政
策
企
画
局
関
係
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
知
事
部
局
の
項
中
「
知
事
本
局
総
務
部
秘
書
課
管
理
係
長
・
渉
外
担
当
係
長
・
秘
書
事
務

主
査
」
を
「
政
策
企
画
局
総
務
部
秘
書
課
事
務
係
長
・
事
務
担
当
係
長
・
秘
書
事
務
主
査
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
監
査
委
員

髙

橋

か
ず
み

東
京
都
監
査
委
員

野

上

純

子

東
京
都
監
査
委
員

友

渕

宗

治

東
京
都
監
査
委
員

筆

谷

勇

東
京
都
監
査
委
員

金

子

庸

子

第
六
条
の
表
監
査
第
一
課
の
項
第
一
号
中
「
知
事
本
局
」
を
「
政
策
企
画
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
二
号

昭
和
三
十
八
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
一
号
（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
所
属
所
、
所
属
所

長
及
び
委
任
事
務
等
の
決
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

秋

山

俊

行

別
表
第
一
中
「
知
事
本
局

知
事
本
局
長

」
を
「
政
策
企
画
局

政
策
企
画
局
長
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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